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議第６４号 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

の一部を改正する条例について 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例を下記のとおり制定する。 

令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例 

（美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正） 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭

和４２年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議

会の解散による任期終了の日現在）におい

て同項に規定するものが受けるべき報酬月

額及びその額に１００分の２０を乗じて得

た額の合計額に、６月に支給する場合にお

いては１００分の２２２．５、１２月に支

給する場合においては１００分の２２７．

５を乗じた額に、基準日以前におけるその

者の在職期間の区分に応じて、美濃加茂市

職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃

加茂市条例第２３号）の規定により期末手

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議

会の解散による任期終了の日現在）におい

て同項に規定するものが受けるべき報酬月

額及びその額に１００分の２０を乗じて得

た額の合計額に、１００分の２２２．５を

乗じた額に、基準日以前におけるその者の

在職期間の区分に応じて、美濃加茂市職員

の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂

市条例第２３号）の規定により期末手当を

受ける職員（以下「一般職の職員」とい

う。）の例により一定の割合を乗じて得た
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当を受ける職員（以下「一般職の職員」と

いう。）の例により一定の割合を乗じて得

た額とする。 

額とする。 

第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議

会の解散による任期終了の日現在）におい

て同項に規定するものが受けるべき報酬月

額及びその額に１００分の２０を乗じて得

た額の合計額に、１００分の２２５を乗じ

た額に、基準日以前におけるその者の在職

期間の区分に応じて、美濃加茂市職員の給

与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条

例第２３号）の規定により期末手当を受け

る職員（以下「一般職の職員」という。）

の例により一定の割合を乗じて得た額とす

る。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議

会の解散による任期終了の日現在）におい

て同項に規定するものが受けるべき報酬月

額及びその額に１００分の２０を乗じて得

た額の合計額に、６月に支給する場合にお

いては１００分の２２２．５、１２月に支

給する場合においては１００分の２２７．

５を乗じた額に、基準日以前におけるその

者の在職期間の区分に応じて、美濃加茂市

職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃

加茂市条例第２３号）の規定により期末手

当を受ける職員（以下「一般職の職員」と

いう。）の例により一定の割合を乗じて得

た額とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和２年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例（以下「議員報酬条例」という。）の規定は、令和元年１２

月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、

同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議第６５号 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

例について 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加茂市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、退職、失職又は死亡の日現在）

において職員が受けるべき給料月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１

００分の２２２．５、１２月に支給する場

合においては１００分の２２７．５を乗じ

た額に、基準日以前におけるその者の在職

期間の区分に応じて一般職の職員の例によ

り一定の割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、退職、失職又は死亡の日現在）

において職員が受けるべき給料月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２２２．５を乗じた額

に、基準日以前におけるその者の在職期間

の区分に応じて一般職の職員の例により一

定の割合を乗じて得た額とする。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 
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第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、退職、失職又は死亡の日現在）

において職員が受けるべき給料月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２２５を乗じた額に、

基準日以前におけるその者の在職期間の区

分に応じて一般職の職員の例により一定の

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日

現在（同項後段に規定する者にあつては、

任期満了、退職、失職又は死亡の日現在）

において職員が受けるべき給料月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１

００分の２２２．５、１２月に支給する場

合においては１００分の２２７．５を乗じ

た額に、基準日以前におけるその者の在職

期間の区分に応じて一般職の職員の例によ

り一定の割合を乗じて得た額とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和２年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例

（以下「特別職給与条例」という。）の規定は、令和元年１２月１日から適用す

る。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当

は、同条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみ

なす。 

- 4 -



議第６６号 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和元年１２月２日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した

額に、６月に支給する場合においては１０

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した

額に、１００分の９２．５（特定管理職員
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０分の９２．５（特定管理職員にあつては、

１００分の１１２．５）、１２月に支給す

る場合においては１００分の９７．５（特

定管理職員にあつては、１００分の１１

７．５）を乗じて得た額の総額 

にあつては、１００分の１１２．５）を乗

じて得た額の総額 

(2) （略） (2) （略）  

３～５ （略）  ３～５ （略）  

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正後）】 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正前）】 

【別表第１（改正前）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職 務 の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額

再任

用職

員以

外の

職員

１ 144,100 194,000 230,000 263,000 288,900（略） （略） 

２ 145,200 195,800 231,600 264,900 291,100

３ 146,400 197,600 233,100 266,700 293,400

４ 147,500 199,400 234,700 268,800 295,500

５ 148,600 200,900 236,100 270,500 297,400

６ 149,700 202,700 237,800 272,400 299,700

７ 150,800 204,500 239,300 274,300 302,000

８ 151,900 206,300 240,900 276,400（略） 

９ 153,000 207,900 242,100 278,400

１０ 154,400 209,700 243,600 280,400

１１ 155,700 211,500 245,200 282,500

１２ 157,000 213,300 246,600 284,500

１３ 158,300 214,700 248,100 286,500

１４ 159,800 216,500 249,600 288,600

１５ 161,300 218,200 250,900 290,600

１６ 162,900 220,000 252,300（略） 

１７ 164,200 221,700 253,800

１８ 165,700 223,400 255,400

１９ 167,200 225,000 257,100

２０ 168,700 226,600 258,900
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２１ 170,100 228,000 260,500

２２ 172,800 229,700 262,300

２３ 175,400 231,300 264,000

２４ 178,000 232,900 265,700

２５ 180,700 234,000 267,600

２６ 182,400 235,500 269,500

２７ 184,000 236,900 271,300

２８ 185,700 238,200 273,100

２９ 187,200 239,500 274,800

３０ 188,900 240,700 276,700

３１ 190,700 241,700 278,600

３２ 192,400 242,900（略） 

３３ 194,000 244,200

３４ 195,400 245,300

３５ 196,900 246,500

３６ 198,400 247,800

３７ 199,700 248,700

３８ 201,000 250,100

３９ 202,200 251,500

４０ 203,500 252,900

４１ 204,800 254,300

４２ 206,100 255,700

４３ 207,400 257,100

４４ 208,700 258,400

４５ 209,800 259,600

４６ 211,100 260,900

４７ 212,400 262,300

４８ 213,700(略) 

４９ 214,800

５０ 215,900

５１ 216,900

５２ 218,000

５３ 219,100

５４ 220,100

５５ 221,000

５６ 222,000
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５７ 222,400

５８ 223,300

５９ 224,100

６０ 224,900

６１ 225,600

６２ 226,600

６３ 227,400

６４ 228,300

６５ 229,000

６６ 229,800

６７ 230,700

６８ 231,700

６９ 232,400

７０ 233,100

７１ 233,700

７２ 234,500

７３ 235,300

７４ 236,000

７５ 236,700

７６ 237,300

７７ 238,000

７８ 238,800

７９ 239,600

（略） 
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【別表第１（改正後）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職 務 の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額 給与月額

再任

用職

員以

外の

職員

１ 146,100 195,500 231,500 264,200 289,700（略） （略） 

２ 147,200 197,300 233,100 266,000 291,900

３ 148,400 199,100 234,600 267,800 294,000

４ 149,500 200,900 236,200 269,900 296,000

５ 150,600 202,400 237,600 271,600 297,900

６ 151,700 204,200 239,300 273,400 300,000

７ 152,800 206,000 240,800 275,200 302,200

８ 153,900 207,800 242,400 277,200（略） 

９ 154,900 209,400 243,500 279,200

１０ 156,300 211,200 245,000 281,200

１１ 157,600 213,000 246,600 283,100

１２ 158,900 214,800 247,900 285,000

１３ 160,100 216,200 249,400 287,000

１４ 161,600 218,000 250,800 288,900

１５ 163,100 219,700 252,100 290,800

１６ 164,700 221,500 253,500（略） 

１７ 165,900 223,200 255,000

１８ 167,400 224,900 256,500

１９ 168,900 226,500 258,200

２０ 170,400 228,100 260,000

２１ 171,700 229,500 261,600

２２ 174,400 231,200 263,300

２３ 177,000 232,800 264,900

２４ 179,600 234,400 266,500

２５ 182,200 235,400 268,400

２６ 183,900 236,900 270,200

２７ 185,500 238,300 271,900

２８ 187,200 239,500 273,600

２９ 188,700 240,700 275,300

３０ 190,400 241,900 277,000
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３１ 192,200 242,900 278,800

３２ 193,900 244,100（略） 

３３ 195,500 245,400

３４ 196,900 246,400

３５ 198,400 247,600

３６ 199,900 248,900

３７ 201,200 249,800

３８ 202,500 251,100

３９ 203,700 252,300

４０ 205,000 253,600

４１ 206,300 255,000

４２ 207,600 256,400

４３ 208,900 257,600

４４ 210,200 258,800

４５ 211,300 260,000

４６ 212,600 261,200

４７ 213,900 262,500

４８ 215,200(略) 

４９ 216,300

５０ 217,400

５１ 218,400

５２ 219,500

５３ 220,600

５４ 221,600

５５ 222,500

５６ 223,500

５７ 223,800

５８ 224,600

５９ 225,400

６０ 226,100

６１ 226,800

６２ 227,800

６３ 228,600

６４ 229,400

６５ 230,100

６６ 230,800
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６７ 231,700

６８ 232,700

６９ 233,400

７０ 234,000

７１ 234,500

７２ 235,200

７３ 236,000

７４ 236,600

７５ 237,200

７６ 237,700

７７ 238,400

７８ 239,100

７９ 239,800

（略） 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（住居手当） （住居手当） 

第１１条の３ 住居手当は、次に掲げる職員に

支給する。 

第１１条の３ 住居手当は、次に掲げる職員に

支給する。 

(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次

号において同じ。）を借り受け、月額１６，

０００円を超える家賃（使用料を含む。以

下同じ。）を支払つている職員（職員宿舎

を貸与され、使用料を支払つている職員そ

の他市の規則で定める職員を除く。） 

(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次

号において同じ。）を借り受け、月額１２，

０００円を超える家賃（使用料を含む。以

下同じ。）を支払つている職員（職員宿舎

を貸与され、使用料を支払つている職員そ

の他市の規則で定める職員を除く。） 

(2) 第１２条の２第１項又は第３項の規定

により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者が居住するための住宅（職員宿舎そ

の他市の規則で定める住宅を除く。）を借

り受け、月額１６，０００円を超える家賃

を支払つているもの又はこれらのものと

の権衡上必要があると認められるものと

して市の規則で定めるもの 

(2) 第１２条の２第１項又は第３項の規定

により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者が居住するための住宅（職員宿舎そ

の他市の規則で定める住宅を除く。）を借

り受け、月額１２，０００円を超える家賃

を支払つているもの又はこれらのものと

の権衡上必要があると認められるものと

して市の規則で定めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じて、当該各号に定める額（当該

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じて、当該各号に掲げる額（当該
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各号のいずれにも該当する職員にあつては、

当該各号に定める額の合計額）とする。 

各号のいずれにも該当する職員にあつては、

当該各号に掲げる額の合計額）とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる

職員の区分に応じて、それぞれ次に定める

額（その額に１００円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）に相当する

額 

(1) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる

職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる

額（その額に１００円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）に相当する

額 

イ 月額２７，０００円以下の家賃を支払

つている職員 家賃の月額から１６，０

００円を控除した額 

イ 月額２３，０００円以下の家賃を支払

つている職員 家賃の月額から１２，０

００円を控除した額 

ロ 月額２７，０００円を超える家賃を支

払つている職員 家賃の月額から２７，

０００円を控除した額の２分の１（その

控除した額の２分の１が１７，０００円

を超えるときは、１７，０００円）を１

１，０００円に加算した額 

ロ 月額２３，０００円を超える家賃を支

払つている職員 家賃の月額から２３，

０００円を控除した額の２分の１（その

控除した額の２分の１が１６，０００円

を超えるときは、１６，０００円）を１

１，０００円に加算した額 

(2) （略）  (2) （略）  

３ （略） ３ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対
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する地域手当の月額の合計額を加算した

額に、１００分の９５（特定管理職員にあ

つては、１００分の１１５）を乗じて得た

額の総額 

する地域手当の月額の合計額を加算した

額に、６月に支給する場合においては１０

０分の９２．５（特定管理職員にあつては、

１００分の１１２．５）、１２月に支給す

る場合においては１００分の９７．５（特

定管理職員にあつては、１００分の１１

７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) （略） (2) （略） 

３～５ （略）  ３～５ （略）  

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和２年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例（以下「給与

条例」という。）の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条

の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定

による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （住居手当に関する経過措置） 

４ 第２条の規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）の前日において同条の

規定による改正前の給与条例第１１条の３の規定により支給されていた住居手当

に係る住宅（貸間を含む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支

払っている者のうち、次の号のいずれかに該当するもの（規則で定める職員を除

く。）に対しては、一部施行日から令和３年３月３１日までの間、第２条の規定に

よる改正後の給与条例第１１条の３の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に

相当する額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当

する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。）から２，

０００円を控除した額の住居手当を支給する。 

 (1) 第２条の規定による改正後の給与条例第１１条の３第１項各号のいずれにも

該当しないこととなる職員 

 (2) 旧手当額から第２条の規定による改正後の給与条例第１１条の３第２項の規

定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が２，０００円を

超えることとなる職員 

５ 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 
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議第６７号 

美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を下

記のとおり制定する。 

令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

（美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年美濃加

茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第

１項中「管理職員が」とあるのは「管理職

員（美濃加茂市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成２６年美濃加茂市条

例第２号）第７条第１項に規定する特定任

期付職員を含む。）」と、給与条例第２０

条第２項中「１００分の１３０」とあるの

は「６月に支給する場合においては１００

分の１６７．５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７２．５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第

１項中「管理職員が」とあるのは「管理職

員（美濃加茂市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成２６年美濃加茂市条

例第２号）第７条第１項に規定する特定任

期付職員を含む。）」と、給与条例第２０

条第２項中「１００分の１３０」とあるの

は「１００分の１６７．５」とする。 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

特定任期付職員給料表 特定任期付職員給料表 
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号給 給料月額 

１ ３７５，０００

（略） 

号給 給料月額 

１ ３７４，０００

（略） 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第

１項中「管理職員が」とあるのは「管理職

員（美濃加茂市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成２６年美濃加茂市条

例第２号）第７条第１項に規定する特定任

期付職員を含む。）」と、給与条例第２０

条第２項中「１００分の１３０」とあるの

は「１００分の１７０」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第

１項中「管理職員が」とあるのは「管理職

員（美濃加茂市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成２６年美濃加茂市条

例第２号）第７条第１項に規定する特定任

期付職員を含む。）」と、給与条例第２０

条第２項中「１００分の１３０」とあるの

は「６月に支給する場合においては１００

分の１６７．５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１７２．５」とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和２年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（以下「任期付職員条例」という。）の規定は、平成３１年４月１日から適

用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、

同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 
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議第６８号 

   美濃加茂市国民健康保険条例及び美濃加茂市介護保険条例の一部を改 

正する条例について 

 美濃加茂市国民健康保険条例及び美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例

を下記のとおり制定する。 

  令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

美濃加茂市国民健康保険条例及び美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する

条例 

 （美濃加茂市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（普通徴収に係る保険料の納期） （普通徴収に係る保険料の納期） 

第２８条 普通徴収に係る保険料の納期（以

下「納期」という。）は、次のとおりとする。

第２８条 普通徴収に係る保険料の納期は、

次のとおりとする。 

 第１期 ４月１日から同月３０日まで 

 第２期 ５月１日から同月３１日まで 

 第３期 ６月１日から同月３０日まで 

第１期 ７月１日から同月３１日まで 第４期 ７月１日から同月３１日まで 

第２期 ８月１日から同月３１日まで 第５期 ８月１日から同月３１日まで 

第３期 ９月１日から同月３０日まで 第６期 ９月１日から同月３０日まで 

第４期 １０月１日から同月３１日まで 第７期 １０月１日から同月３１日まで 

第５期 １１月１日から同月３０日まで 第８期 １１月１日から同月３０日まで 

第６期 １２月１日から同月２５日まで 第９期 １２月１日から同月２５日まで 

第７期 １月１日から同月３１日まで 第１０期 １月１日から同月３１日まで 

第８期 ２月１日から同月末日まで 第１１期 ２月１日から同月末日まで 
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第９期 ３月１日から同月３１日まで 第１２期 ３月１日から同月３１日まで 

２ （略） ２ （略） 

３ 次条の規定により保険料額の算定を行っ

たときは、納期を定め、これを通知しなけれ

ばならない。 

３ 次条の規定により保険料額の算定を行っ

たときは、普通徴収に係る保険料の納期を

定め、これを通知しなければならない。 

 （徴収の特例） 

第３０条及び第３１条 削除 第３０条 保険料の所得割額の算定の基礎に

用いる地方税法第３１４条の２第１項に規

定する総所得金額及び山林所得の合計額が

確定しないため、当該年度分の保険料額を

確定することができない場合においては、

その確定する日までの間において到来する

納期において徴収すべき保険料に限り、保

険料の納付義務者について、その者の前年

度の保険料を当該年度の納期の数で除して

得た額を、それぞれの納期に係る保険料と

して徴収する。 

 ２ 前項の規定によって保険料を賦課した場

合において当該保険料額が当該年度分の保

険料額に満たないこととなるときは、当該

年度分の保険料額が確定した日以後の納期

においてその不足額を徴収し、すでに徴収

した保険料額が当該年度分の保険料額を超

えることとなるときは、その過納額を還付

し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収

金に充当する。 

 （徴収の特例に係る保険料額の修正の申出

等） 

 第３１条 前条第１項の規定によって保険料

を賦課した場合において、当該年度分の保

険料額が前年度の保険料額の２分の１に相

当する額に満たないこととなると認められ

るときは、同項の規定によって保険料を徴

収されることとなる者は、納額告知書を受

けた日から３０日以内に市長に同項の規定
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によって徴収された保険料額の修正を申し

出ることができる。 

 ２ 前項の規定による修正の申出があった場

合において当該申出について相当の理由が

あると認められるときは、市長は、当該年度

分の保険料額の見積額を基礎として、前条

第１項の規定によって徴収する保険料額を

修正しなければならない。 

 （美濃加茂市介護保険条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（普通徴収に係る納期） （普通徴収に係る納期） 

第３条 普通徴収に係る保険料の納期（以下

「納期」という。）は、次のとおりとする。

第３条 普通徴収に係る保険料の納期（以下

「納期」という。）は、次のとおりとする。

 第１期 ４月１日から同月３０日まで 

 第２期 ５月１日から同月３１日まで 

 第３期 ６月１日から同月３０日まで 

第１期 ７月１日から同月３１日まで 第４期 ７月１日から同月３１日まで 

第２期 ８月１日から同月３１日まで 第５期 ８月１日から同月３１日まで 

第３期 ９月１日から同月３０日まで 第６期 ９月１日から同月３０日まで 

第４期 １０月１日から同月３１日まで 第７期 １０月１日から同月３１日まで 

第５期 １１月１日から同月３０日まで 第８期 １１月１日から同月３０日まで 

第６期 １２月１日から同月２５日まで 第９期 １２月１日から同月２５日まで 

第７期 １月１日から同月３１日まで 第１０期 １月１日から同月３１日まで 

第８期 ２月１日から同月末日まで 第１１期 ２月１日から同月末日まで 

第９期 ３月１日から同月３１日まで 第１２期 ３月１日から同月３１日まで 

２ （略） ２ （略） 

３ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端

数があるとき、又はその分割金額が１００

円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額は、全て最初の納期に係る分割金額

に合算するものとし、その額に１０円未満

３ 納期ごとの分割金額に１００円未満の端

数があるとき、又はその分割金額が１００

円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額は、全て最初の納期又は第５条第１

項の規定によって保険料を賦課した場合に
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の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 おいては、保険料の額が確定する日までの

間において到来する納期後最初の納期に係

る分割金額に合算するものとし、その額に

１０円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てる。 

 （普通徴収の特例） 

第５条及び第６条 削除 第５条 保険料の額の算定の基礎に用いる市

民税の課税非課税の別又は合計所得金額が

確定しないため当該年度分の保険料の額を

確定することができない場合においては、

その確定する日までの間において到来する

納期において徴収すべき保険料に限り、第

１号被保険者について、その者の前年度の

保険料の額を当該年度の当該保険料に係る

納期の数で除して得た額（市長が必要と認

める場合においては、当該額の範囲内にお

いて市長が定める額とする。）を、それぞれ

の納期に係る保険料として普通徴収する。 

 ２ 前項の規定により保険料を普通徴収する

期間内において、賦課期日以後に第１号被

保険者の資格の取得があった場合における

当該第1号被保険者の徴収すべき保険料に

ついては、当該第１号被保険者、当該第１号

被保険者の配偶者若しくは当該第１号被保

険者の属する世帯の世帯主その他その世帯

に属する者の前年度の市民税の課税非課税

の別又は合計所得金額を当該第１号被保険

者の賦課期日に属する年度分の当該保険料

の額の算定の基礎に用いて当該保険料を算

定し、当該期間内における当該第１号被保

険者に係る当該期間内の保険料の額の算定

は、月割りをもって行う。 

 ３ 前２項の規定により保険料を賦課した場

合において、当該保険料の額が当該年度分

の保険料の額に満たないこととなるとき

は、当該年度分の保険料の額が確定した日
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以後においてその不足額を徴収し、すでに

徴収した保険料が当該年度分の保険料の額

を超えることとなるときは、その過納額を

還付し、又は当該第１号被保険者の未納に

係る徴収金に充当する。 

 （普通徴収の特例に係る保険料額の修正の

申出等） 

 第６条 前条第１項の規定により保険料を賦

課した場合において、当該年度分の保険料

の額が前年度の保険料の額の２分の１に相

当する額に満たないこととなると認められ

るときは、同項の規定により保険料を普通

徴収されることとなる者は、同項の規定に

より算定された保険料の額について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１

条の規定による納入の通知の交付を受けた

日から３０日以内に市長に同項の規定によ

って徴収される保険料額の修正を申し出る

ことができる。 

 ２ 前項の規定による修正の申出があった場

合において、当該申出について相当の理由

があると認められるときは、市長は、当該年

度分の保険料の額の見積額を基礎として、

前条第１項の規定により徴収する保険料の

額を修正しなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定は、令和２年

度以後の年度分の保険料について適用し、平成３１年度分までの保険料について

は、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の美濃加茂市介護保険条例の規定は、令和２年度以

後の年度分の保険料について適用し、平成３１年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 
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議第６９号 

令和元年度美濃加茂市一般会計補正予算（第６号） 

令和元年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８２，２５４千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，０４２，７０５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。 

令和元年１２月２日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第７０号 

令和元年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第２号） 

令和元年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，７２６千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１５６，７８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和元年１２月２日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第７１号 

令和元年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第２号） 

令和元年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，７５３千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，０４８，８８４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和元年１２月２日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

- 107 -



- 108 -



- 109 -



- 110 -



- 111 -



- 112 -



- 113 -



- 114 -



- 115 -



- 116 -



- 117 -



- 118 -



- 119 -



- 120 -



- 121 -



- 122 -



- 123 -



- 124 -



- 125 -



- 126 -



議第７２号 

令和元年度美濃加茂市後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

令和元年度美濃加茂市の後期高齢者医療会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４，８３０千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９４，７７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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議第７３号 

令和元年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第２号） 

（総則） 

第１条 令和元年度美濃加茂市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 （資本的支出の補正） 

第２条 令和元年度美濃加茂市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条

中「不足する額６７３，６５１千円」を「不足する額６７９，５２１千円」に、

「当年度分損益勘定留保資金４６９，１０４千円」を「当年度分損益勘定留保資

金４７４，９７４千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

第１款 資本的支出  1,961,611 千円    5,870 千円  1,967,481 千円 

  第１項 建設改良費  386,337 千円     5,870 千円   392,207 千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

    （既決予定額） （補正予定額）   （ 計 ） 

(1)  職員給与費     67,790 千円     5,870 千円    73,660 千円 

  令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   
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議第７４号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  令和元年１２月２日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
木野２号

線

美濃加茂市加茂野町木野字阿折１２２３番地先   

美濃加茂市加茂野町木野字清水洞１５０１番１地先
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議第７５号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和元年１２月２日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
本郷６９

４号線 

美濃加茂市本郷町七丁目５９番１地先   

美濃加茂市本郷町七丁目５９番５地先 

２ 
引田５６

７号線 

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字大庭２５８８番５地先   

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字大庭２５８８番８地先 

３ 
鷹之巣４

７４号線 

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字字見１７９８番９地先  

美濃加茂市加茂野町鷹之巣字字見１７９８番１地先 

４ 
木野４７

５号線 

美濃加茂市加茂野町木野字深田１４０８番３地先  

美濃加茂市加茂野町木野字深田１４０８番１地先  

５ 
木野４７

６号線 

美濃加茂市加茂野町木野字阿折１２３６番１地先   

美濃加茂市加茂野町木野字阿折１２４１番地先 
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議第７６号

岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岐阜

県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和２

年３月３１日をもって岐阜県市町村職員退職手当組合から中濃地域農業共済事務組

合、東濃農業共済事務組合及び飛騨農業共済事務組合が脱退すること並びに岐阜県

市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更することについて、関係地方公共団

体が協議することにつき、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

令和元年１２月２日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約

岐阜県市町村職員退職手当組合規約（昭和３６年９月３０日岐阜県指令第１３２

６１号許可）の一部を次のように改正する。 

別表中「、中濃地域農業共済事務組合」及び「、東濃農業共済事務組合、飛騨農

業共済事務組合」を削る。 

   附 則

 この規約は、令和２年４月１日から施行する。
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議第７７号 

美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

 美濃加茂市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

令和元年１２月２日提出 

                                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                記 

住  所  美濃加茂市森山町５丁目１６番１４号 

氏  名  鹿 野 久 美 子 

生年月日  昭和２２年９月７日 
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議第７８号 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

令和元年１２月２日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

住  所  美濃加茂市伊深町８０８番地 

氏  名  小 林 喜 典 

生年月日  昭和２９年７月１５日 
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